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　避難所における感染症対策については、従

来から、「避難所における良好な生活環境の確

保に向けた取組指針」（平成 25 年８月（平成

28 年４月改定）内閣府（防災担当））や「避

難所運営ガイドライン」（平成 28 年４月内閣

府（防災担当））等により、必要な感染症対策

を講じるよう自治体に対して周知を行ってき

ました。

　新型コロナウイルス感染症については、感

染経路が特定できない症例が多数に上り、か

つ、急速な増加が確認され、医療提供体制も

ひっ迫するなどしたため、令和２年４月７日

に、７都府県に新型コロナウイルス感染症等

緊急事態宣言が行われました。こうした状況

において災害が発生し避難所を開設する場合

には、いわゆる「３密」の回避等、新型コロ

ナウイルス感染症対策に万全を期することが

重要であることから、政府としては累次の通

知により避難所における新型コロナウイルス

感染症対策をお示し、自治体の取組を促すと

ともに、支援してきたところです。

　本稿では、これまでお示ししてきた避難所

における新型コロナウイルス感染症対策等に

ついてご紹介いたします。

　避難所における新型コロナウイルス感染症

対策として主なものは、（１）親戚や友人の家

等への避難の検討、（２）可能な限り多くの避

難所の開設、（３）避難者の健康管理に関する

ことの準備等、（４）避難所内の十分なスペー

スや発熱・咳等の症状がある人の専用スペー

スの確保が挙げられます。

（１）親戚や友人の家等への避難の検討

　「避難とは「難」を「避」けること」であり、

安全な場所にいる人まで避難する必要がない

こと、避難先は小中学校・公民館等だけでなく、

安全な親戚や友人宅等への避難についても検

討していただくこと、について住民の方へ周

知・広報いただくよう自治体を促してまいり

ました。

　なお、在宅等で避難生活を送っている被災

者に対しても、避難所にて提供される食料や

水等の必要な物資の配布、医師・保健師等に

よる保健・医療等のサービスの提供、住まい

や生活環境等に関する行政からの正確な情報

の伝達等が適切に行われるよう併せて周知し

てまいりました。

（２）可能な限り多くの避難所の開設

　政府においては、これまで、避難所におけ

る「３密」を避ける観点等から、避難所を開

設する場合には、発災した災害や被災者の状

況等により、あらかじめ指定した指定避難所

以外の避難所を開設するなど、通常の災害発

生時よりも可能な限り多くの避難所の開設を

図っていただくよう自治体を促してきました。

また、避難所の確保にあたっては、ホテルや

旅館、国等の研修施設等の活用についても検

討していただくようお示ししてきました。さ

らに、ホテル・旅館等を避難所として活用す

ることに資するよう、受け入れ可能なホテル
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や旅館、国等の研修施設等について自治体に

対し情報提供を行ってきました。令和２年７

月豪雨の際には、熊本県において、県旅館ホ

テル生活衛生同業組合との協定に基づき、県

下全域で受け入れ可能なホテル・旅館を確保

しています。また、避難所として活用できる

施設が不足し、かつホテル・旅館の多くが浸

水被害を受けている一部の地域において、県

主導で被災したホテル・旅館を応急的に補修

し、避難所として活用する取組が行われてい

ます。

（３）避難者の健康管理に関することの準備等

　避難所において新型コロナウイルス感染症

の感染拡大を防止する観点から、避難者の

健康状態を確認するよう促しており、健康

チェックリスト例（図１参照）及びチェック

リスト例を活用して確認された健康状態等に

基づいた滞在スペースと区画の振り分け例

（図２参照）もお示ししてきました。

　また、マスク、消毒液、パーティション等

の物資について、新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金を活用しながら備
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図２　滞在スペースと区画の振り分けについて（例）

図１　受付時　健康状態チェックリスト（例）

①総合受付にて、避難に「受付時 健康状態チェックリスト」を記入してもらい、避難者の検温を行う。

②受付担当者は、避難者の検温を行い、滞在スペースと区画（パーテーション○○番区画など）を決定する。

③避難者は、決められた滞在スペースに移動する。

④運営体制が整えば、それぞれのスペースにて受付を行う。
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図３　新型コロナウイルス感染症対応時の避難所レイアウト（例）＜避難受付時＞

図４　健康な人の避難所滞在

　　  スペースレイアウト（例）

図５　健康な人の避難所滞在スペース

　　　レイアウト（例）詳細

（Ｒ２.６.10　第２版）

（Ｒ２.６.10　第２版）
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るため、「新型コロナウイルス感染症対策に配

慮した避難所開設・運営訓練ガイドライン」（第

一版：令和２年６月８日、第二版：令和２年

９月７日）を作成し、自治体に周知するととも

に、新型コロナウイルス感染症対策に配慮した

上での訓練の実施についても促してきました。

　以上に述べた内容は、自治体が新型コロナ

ウイルス感染症対策について、平時の事前準

備及び災害時の対応を行うにあたっての参考

として示しているものであり、これらをまと

めた「新型コロナウイルス感染症を踏まえた

災害対応のポイント【第１版】」やこれまでの

通知等について、内閣府防災のホームページ

に掲載されておりますので、ご参考にしてい

ただけると幸いです。

　令和２年７月豪雨等においては、災害発生

に備えた避難の周知、在宅等で避難されてい

る住民への支援物資の運搬等、消防団の方々

のご協力をいただきながら、災害対応を行っ

ているところです。

　新型コロナウイルス感染症が収束しない中、

政府としても、引き続き、自治体の状況も踏

まえながら、必要な助言、支援等に取り組ん

でまいります。

蓄するよう自治体を促す

とともに、政府において

は、災害発生時には、必

要な物資をプッシュ型

で迅速に支援することが

できるよう令和２年度の

第２次補正予算において

必要な予算を確保してお

り、令和２年７月豪雨の

際には、段ボールベッド

やパーティション等を発

送し、支援を行ってまい

りました。

（４）避難所内の十分なスペースや発熱・

    咳等の症状がある人の専用スペースの確保

　開設した避難所においては、避難者のスペー

スを十分に確保していただくことや発熱・咳

等の症状がある人の専用スペースの確保が重

要となっており、避難所における避難スペー

スのレイアウト等の参考としていただけるよ

う具体的なレイアウト図、動線の参考例（図

３参照）もお示ししてきました。

　一般の避難者が滞在するスペースにおいて

は、テープ等により区画を表示する、パーティ

ション、テントを利用する場合は、番号等を

付して、誰がどの区画等に滞在しているかわ

かるような管理をしていただくようお示しし

ております（図４、５参照）。

　発熱・咳等の症状がある人や濃厚接触者につ
いては、可能な限り個室にする必要があります
が、やむを得ず発熱・咳等の症状がある人同士、
濃厚接触者同士を同室とする場合には、パー
ティションで区切るなどの工夫を促しておりま
す（図６参照）。
　また、避難所の運営訓練は、避難所を実際

に運営していく上での必要人員の検討、役割

分担、課題等を確認するに当たって有効であ

■避難所における新型コロナウイルス感染症対策■

図６　発熱・咳等のある人や濃厚接触者専用室のレイアウト（例）
（Ｒ２.６.10　第２版）


